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建築基準適合判定資格者検定の
受検資格の見直し

令和４年７月
今 治 市
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重点番号15：建築基準適合判定資格者検定の受検資格の見直し（今治市）



［ 概要 ］
建築基準法に基づく特定行政庁である地方公共団体が、建築物の安全性等を確保するため、建

築の確認申請等の審査、検査をはじめ、違反建築物に対する指導等を行っている。

［ 特定行政庁 ］
建築主事を置く市町村の長や都道府県知事であり、建築行政全般について重要な役割を担う行

政機関
※今治市は昭和３０年から建築基準法第四条第二項の規定による特定行政庁

［ 建築主事 ］
建築基準適合判定資格者であって、建築法規や建築行政に関して高い専門的知識があり、建築

確認等の行政処分を行う権限を有する者として地方公共団体の長が任命した者

［ 建築基準適合判定資格者 ］
一級建築士に合格し、かつ建築行政等に関する業務について二年以上の実務経験を有する者で

なければ受検することができない建築基準適合判定資格者検定に合格した者
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●建築主事となり得る若手人材の確保が急務である。
※今治市の有資格者数

４名（令和４年度）
うち２名を建築主事に任命

【参考】国土交通省住宅局建築指導課作成
建築基準法施行関係統計報告集計結果表（令和２年度集計）より

（平成１５年度末） （令和２年度末）
全国の建築主事数 1，915名 ⇒ 1，417名
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